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議事概要 

藤沢市政策会議を次のとおり開催した。 

会議名 令和２年度第４回政策会議 

開催日 ２０２０年（令和２年）５月２１日（木）８：３０～９：１９ 

場 所 本庁舎７階 災害対策本部室 

出席者 鈴木市長，和田副市長，宮治副市長，岩本教育長 

（政策会議委員） 

総務部長，企画政策部長，財務部長，防災安全部長，市民自治部長，生

涯学習部長，福祉健康部長，保健所長（テレビ会議参加），子ども青少

年部長，環境部長，経済部長，計画建築部長，都市整備部長，道路河川

部長，下水道部長，市民病院事務局長（テレビ会議参加），消防局長，

教育次長，教育部長，議会事務局長，監査事務局長，農業委員会事務局

長，選挙管理委員会事務局長 

議 事 

 

（１）議題（審議事項） 

１ 令和２年６月藤沢市議会定例会提出予定議案について（総務部） 

２ 令和２年度６月補正予算概要（財務部） 

３ 令和２年６月藤沢市議会定例会常任委員会報告案件について（都

市整備部・福祉健康部・生涯学習部・子ども青少年部） 

（２）報告・情報提供等 

ア 令和３年度国の施策及び予算に関する提言の追加（新型コロナウ

イルス感染症関連）について（企画政策部） 

イ 「（仮称）ふじさわ男女共同参画プラン２０３０」の策定につい

て（企画政策部） 

ウ 「（仮称）藤沢市パートナーシップ宣誓制度」導入について（企

画政策部） 

エ 令和２年度予算における執行抑制可能額の調査について（依頼）

（財務部） 

内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開会 

２ 市長あいさつ 

３ 議事 

（１）議題（審議事項） 

１ 令和２年６月藤沢市議会定例会提出予定議案について 

（説明者：総務部長） 

□総務部長から，資料に基づき概要説明が行われた。 

≪内容≫ 

 令和２年６月藤沢市議会定例会に上程する予定議案について報告
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内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

するもの。 

≪主な意見等≫ 

 なし。 

≪結果≫ 

  了承。 

 

２ 令和２年度６月補正予算概要 

（説明者：財務部長） 

□財務部長から，資料１～２に基づき概要説明が行われた。 

≪内容≫ 

 令和２年度６月補正予算の概要及び事業の概要について報告する

もの。 

≪主な意見等≫ 

 なし。 

≪結果≫ 

  了承。 

 

 ３ 令和２年６月藤沢市議会定例会常任委員会報告案件について 

＜常任委員会報告案件（２）＞ 

 令和２年度国民健康保険料の料率について 

（説明者：福祉健康部長） 

□福祉健康部長から，資料に基づき概要説明が行われた。 

≪内容≫ 

現時点における被保険者数や，令和元年度国民健康保険特別会計決

算見込み等を踏まえ算定した，令和２年度国民健康保険料の料率に

ついて報告するもの。 

≪主な意見等≫ 

 なし。 

≪結果≫ 

  了承。 

 

＜常任委員会報告案件（３）＞ 

   村岡公民館等再整備事業の進捗状況について 

（説明者：生涯学習部長） 

□生涯学習部長から，資料に基づき概要説明が行われた。 

≪内容≫ 
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内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度に策定した「村岡公民館等再整備基本構想」について，

進捗状況及び基本設計・地質調査等に係る今後の事業予定について

報告するもの。 

≪主な意見等≫ 

 なし。 

≪結果≫ 

  了承。 

 

＜常任委員会報告案件（４）＞ 

   待機児童の状況と今後の取組等について 

（説明者：子ども青少年部長） 

□子ども青少年部長から，資料に基づき概要説明が行われた。 

≪内容≫ 

令和２年４月１日現在の待機児童の状況と今後の取組等について

報告するもの。 

≪主な意見等≫ 

 なし。 

≪結果≫ 

  了承。 

 

（２）報告・情報提供等 

ア 令和３年度国の施策及び予算に関する提言の追加（新型コロナウ

イルス感染症関連）について 

□企画政策部長からの概要説明については省略。 

≪内容≫ 

令和元年１１月２２日（金）に神奈川県市長会に提出した令和３年

度国の施策及び予算に関する提言について，新型コロナウイルス感

染症に関連した追加要望事項の照会があったため，令和２年５月１

９日（火）に提出したことを報告するもの。 

≪主な意見等≫ 

 なし。 

 

イ 「（仮称）ふじさわ男女共同参画プラン２０３０」の策定につい

て 

□企画政策部長からの概要説明については省略。 

≪内容≫ 
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内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年度で目標年次が終了する「ふじさわ男女共同参画プラン

２０２０」の次期プラン策定に際し，その基本的考え方を提示する

とともに，全体のスケジュールを示すことで，今後庁内関係各課へ

の意見聴取や施策・事業展開に向けた調整及び協力依頼をするも

の。 

≪主な意見等≫ 

 なし。 

 

ウ 「（仮称）藤沢市パートナーシップ宣誓制度」導入について（企

画政策部） 

□企画政策部長からの概要説明については省略。 

≪内容≫ 

「（仮称）藤沢市パートナーシップ宣誓制度」の導入に向けた検討

状況について情報提供するもの。 

≪主な意見等≫ 

 なし。 

 

エ 令和２年度予算における執行抑制可能額の調査について（依頼） 

（説明者：財務部長） 

□財務部長から，資料１～２に基づき概要説明が行われた。 

≪内容≫ 

新型コロナウイルス感染症の影響により歳入の減少が見込まれる

ことから,早期に財政計画の見通しを立てる必要があるため,令和

２年度予算における執行抑制可能額の調査について依頼するもの。 

≪主な意見等≫ 

  なし。 

 

４ その他 

〇現在，学校については，６月 1日から段階的に再開していく方向で

ある。その関係で，学校，保護者等に準備をしていただく必要があ

るため，再開に向けた方向性及び方法について，本日，保護者に対

して概要の発信をしていきたいと考えている。また，議会対応も含

めて，プレスリリースをし，情報提供していく。 

本来であれば，新型コロナウイルス感染症対策本部会議への報告を

経て対応したいところだが，同本部会議が明日２２日開催であるた

め，この場を借りて概要だけご報告させていただく。 
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内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校，中学校，白浜養護学校について，それぞれ段階的に再開す

ることとする。小学校については，Ａ・Ｂの２グループに分けて１

／２の人数で，時間を区切って短時間でグループを入れ替える分散

登校という形を２週間続ける。その後３週目からは一斉登校に切り

替えて，午前中授業を行い，６月２９日から一斉登校での通常授業

という形に繋げていきたい。 

中学校については，Ａ・Ｂ・Ｃの３グループに分けて１／３の人数

で２週間分散登校，その後にＡ・Ｂの２グループに分けて１／２の

分散登校に増やして，その後一斉登校での午前授業と３ステップを

踏んで，同じく６月２９日から一斉登校での通常授業とする予定で

ある。 

また，白浜養護学校については１／２の人数でＡ・Ｂのグループに

分けるが，児童達の特性などを考慮し，隔週で１週目はＡが半日登

校，２週目はＢが半日登校とし，１週おきにグループを入れ替えな

がら４週間分散登校した後，同じく６月２９日から一斉登校へと段

階を踏んで再開していきたいと考えている。 

なお，この間，授業時間が足りていない状況があるので，再開後の

授業の補填・確保策として夏季休業期間を短縮する方向で対応す

る。７月３１日まで授業を行い，８月２４日から授業を再開すると

いうことを基本とし，３週間の夏季休業期間へと短縮する。ただ，

最終学年である小学校６年生と中学校３年生，また白浜養護学校の

小学部６年生，中学部３年生，高等部については８月７日まで１週

間多く授業を延長し，夏季休業期間は２週間とする。学校の再開時

期については他の学年と同じく８月２４日からとする。夏季休業期

間を１週間短縮することで多く授業時間を確保していくという対

応を考えている。 

その他段階を踏んだ分散登校をしていく中で，１／２の人数につい

ては登校しない時間帯が生じることになる。そのため，登校しない

児童の居場所の確保については，学校での対応ができなくなるた

め，青少年指導員や青少年育成協議会の力を借りながら，学校の中

に居場所を開設する方向で対応していく。 

これまで行ってきた昼食の支援については，学校の給食調理場が使

えなくなるため，福祉健康部とも相談をしながら希望するご家庭に

給食が再開するまでの期間の日数分の食材を箱詰めした状態でお

届けする方向で対応する。こちらについては，社会福祉協議会でＣ

ＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）の方々を中心に生活支援
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内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を含めて対応いただけるということである。 

あわせて段階的な再開が始まるまでの５月残りの期間の校庭開放

については，小学校は明日５月２２日から学年と日にちを指定しな

がら実施する。中学校は来週から準備登校と位置付けているので，

登校時に校庭開放を行う予定である。明日の同本部会議で資料をお

示しするが，本日保護者に発信していくため，この場を借りてのご

報告となった。 

 〇放課後児童クラブについてはどうなるのか。（佐保田企画政策部長） 

 ⇒現状どおりの対応ということで，１２時３０分からの開設となる。 

 〇昨日２０日の市議会５月臨時会においても新型コロナウイルス感

染症に配慮した開催方法としているが，６月８日からの市議会６月

定例会についても同様に感染防止に配慮した運営をしていきたい

と考えているため，議会事務局を中心に総務部と調整をしている。

開催方法が決まったら，議会開催前にご報告するのでご承知おきい

ただきたい。 

５ 閉会 

 


